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許 法 第 百 九 十 五 条 第 五 項 」 と あ る の は 「 意

匠 法 第 六 十 七 条 第 四 項 」 と 、「 た だ し 、 当 該

証 明 す る 書 面 に つ い て は 、 特 許 庁 長 官 が そ

の 提 出 の 必 要 が な い と 認 め る と き は 、 こ れ

を 省 略 さ せ る こ と が で き る 。 」 と あ る の は

「 こ の 場 合 に お い て 、 既 に 特 許 庁 に 証 明 す

る 書 面 を 提 出 し た 者 は 、 そ の 事 項 に 変 更 が

な い と き は 、 当 該 証 明 す る 書 面 の 提 出 を 省

略 す る こ と が で き る 。 」 と 、 第 二 十 七 条 の 三

の 三 第 六 項 第 二 号 た だ し 書 中 「 同 法 第 四 十

三 条 第 七 項 」 と あ る の は 「 意 匠 法 第 十 五 条

第 一 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 特 許 法

第 四 十 三 条 第 二 項 」 と 、 第 二 十 七 条 の 四 第

四 項 中 「 、 同 法 第 四 十 三 条 の 二 第 一 項 （ 同

法 第 四 十 三 条 の 三 第 三 項 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。 ） 又 は 第 四 十 三 条 の 三 第 一 項 若

し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 」 と あ る の は 「 若

し く は 第 四 十 三 条 の 三 第 一 項 若 し く は 第 二

項 又 は ジ ュ ネ ー ブ 改 正 協 定 第 六 条 ⒜ の 規

定 に よ る 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

七 条 第 三 項 中 「 特 許 法 第 百 九 十 五 条 第 五 項 」

と あ る の は 「 意 匠 法 第 六 十 七 条 第 四 項 」 と 、

「 た だ し 、 当 該 証 明 す る 書 面 に つ い て は 、

特 許 庁 長 官 が そ の 提 出 の 必 要 が な い と 認 め

る と き は 、 こ れ を 省 略 さ せ る こ と が で き

る 。 」 と あ る の は 「 こ の 場 合 に お い て 、 既 に

特 許 庁 に 証 明 す る 書 面 を 提 出 し た 者 は 、 そ

の 事 項 に 変 更 が な い と き は 、 当 該 証 明 す る

書 面 の 提 出 を 省 略 す る こ と が で き る 。 」 と 、

第 二 十 七 条 の 三 の 三 第 六 項 第 二 号 た だ し 書

中 「 同 法 第 四 十 三 条 第 七 項 」 と あ る の は 「 意

匠 法 第 十 五 条 第 一 項 に お い て 読 み 替 え て 準

用 す る 特 許 法 第 四 十 三 条 第 二 項 」 と 、 第 二

十 七 条 の 四 第 四 項 中 「 、 同 法 第 四 十 三 条 の

二 第 一 項 （ 同 法 第 四 十 三 条 の 三 第 三 項 に お

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 又 は 第 四 十 三 条

の 三 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 」

と あ る の は 「 若 し く は 第 四 十 三 条 の 三 第 一

項 若 し く は 第 二 項 又 は ジ ュ ネ ー ブ 改 正 協 定

第 六 条 ⒜ の 規 定 に よ る 」 と 読 み 替 え る も

の と す る 。
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〔備考〕 〔備考〕
１～32 ［略］ １～32 ［略］
33 第19条第３項において準用する特許
法施行規則第27条の４第３項の規定に
より、パリ条約による優先権又はパリ
条約の例による優先権を主張しようと
する旨等を願書に記載してその旨等を
記載した書面の提出を省略するとき
は、「【代理人】」（備考30に該当する場合
にあつては、「【秘密にすることを請求
する期間】」）の欄の次に「【パリ条約に
よる優先権等の主張】」の欄を設け、そ
の欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」

33 第19条第３項において準用する特許
法施行規則第27条の４第３項の規定に
より、パリ条約による優先権又はパリ
条約の例による優先権を主張しようと
する旨等を願書に記載してその旨等を
記載した書面の提出を省略するとき
は、「【代理人】」（備考30に該当する場合
にあつては、「【秘密にすることを請求
する期間】」）の欄の次に「【パリ条約に
よる優先権等の主張】」の欄を設け、そ
の欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」

を設けて、国・地域名及び出願日を記
載する。これらの優先権の主張の基礎
とされた出願の番号を記載するとき
は、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の
欄を設けて、その番号を記載する。ま
た、第19条第３項において準用する特
許法施行規則第27条の４第５項の規定
により、同規則第27条の３の３第３項


に規定する事項を願書に記載して当該
事項を記載した書面の提出を省略する

を設けて、国・地域名及び出願日を記
載する。これらの優先権の主張の基礎
とされた出願の番号を記載するとき
は、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の
欄を設けて、その番号を記載する。ま
た、第19条第３項において準用する特
許法施行規則第27条の４第５項の規定
により、特許法施行規則第27条の３の


３第３項第１号及び第３号


に規定する
事項を願書に記載して当該事項を記載

［略］ ［略］
34～46 ［略］ 34～46 ［略］

備 考 表 中 の ﹇ ﹈ の 記 載 は 注 記 で あ る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 省 令 は 、 令 和 二 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 省 令 の 施 行 前 に し た 特 許 出 願 、 実 用 新 案 登 録 出 願 、 又 は 意 匠 登 録 出 願 に つ い て は 、 な お 従 前

の 例 に よ る 。

ときは、「【出願番号】」の次に「【出願の
区分】」及び「【アクセスコード】」を設け
て、それぞれ、優先権の主張の基礎と
した出願の区分（「意匠登録」、「実用新
案登録」等の別）及び意匠法第15条第
１項において準用する特許法第43条第
２項に規定する書類に記載されている
事項を電磁的方法により特許庁長官に
提供するためのアクセスコードを記載
し、その次に「【優先権証明書提供国（機
関）】」を設けて同項に規定する書類に
記載されている事項を電磁的方法によ
り特許庁長官に提供する国の国名を記
載し、又は「世界知的所有権機関」と
記載する。なお、２以上の優先権を主
張しようとするときは、次のように欄
を繰り返し設けて記載する。

した書面の提出を省略するときは、
「【出願番号】」の次に「【出願の区分】」
及び「【アクセスコード】」を設けて、そ
れぞれ、優先権の主張の基礎とした出
願の区分（「意匠登録」、「実用新案登録」
等の別）及び意匠法第15条第１項にお
いて準用する特許法第43条第２項に規
定する書類に記載されている事項を電
磁的方法により特許庁長官に提供する
ためのアクセスコードを記載し、その
次に「【優先権証明書提供国（機関）】」
を設けて同項に規定する書類に記載さ
れている事項を電磁的方法により特許
庁長官に提供する国の国名を記載し、
又は「世界知的所有権機関」と記載す
る。なお、２以上の優先権を主張しよ
うとするときは、次のように欄を繰り
返し設けて記載する。
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